
競 技 注 意 事 項 
 
１ 競技規則について 
  本競技会は２０２３年度⽇本陸上競技連盟規則及び本競技会要項・本競技注意事項により実施する。 
 
２ ⼊場受付について   
(1) ⼊場受付を昭和記念公園⽴川⼝⼊⼝付近に設ける。受付は９時から１０時までの間に済ませること。 
(2) 参加料と⼀緒に引率者⼊園料の払込みを⾏っている引率者は、１０時までに⼊場受付で⼊園券を受け取ること。 
(3) ［団体の部］に出場するチームは、ＴＩＣ（会場内に設置）にリレーオーダー⽤紙を１０時までに提出するこ

と。また、［団体の部］にエントリーした選⼿のうち、リレーに出場しない選⼿で［個⼈の部］への出場を希望す
るものは、リレーオーダー⽤紙の［個⼈の部］欄に記載すること。 

(4)  競技会場までは、案内図及び係の指⽰に従い向かうこと。 
(5)  ⽋場する場合は、スタート１時間前（厳守）までにＴＩＣに申し出るとともにタグを返却すること。 

なお、タグを返却しない場合は実費請求を⾏う。 
(6) プログラムの記載内容（⽒名、学年、所属等）にミスがあった場合は、出場する競技の招集開始時刻の１時間 

前までにＴＩＣに申し出ること。なお、プログラムの記載事項は、申込の際に送信されたデータをそのまま使⽤し 
ている。 

 
３ ウォーミングアップについて 
(1) ウォーミングアップは、コース内及び指定された場所で⾏うこと。公園には、⼀般の⼊園者がいるので⼗分に 

注意すること。 
(2) １０時から１０時５０分までコースで試⾛⼜はウォーミングアップができる。全コース左右対⾯となっており、 

右側⾛⾏とし、逆⾛は禁⽌する。 
 

４ 招集について 
(1) 招集開始時刻にアナウンスで呼び掛ける。密を避けるためそれ以前に集まることはせず、集合後は競技役員の 

指⽰に従うこと。 
(2) 競技者はそのまま競技ができる服装にアスリートビブスをつけて集合すること。同⾏者は競技者がスタート地

点に移動する際、競技者の荷物を引き取り、待ち合わせ場所に搬送すること。 
(3) 各競技の招集開始・完了時刻は、タイムテーブルに記載のとおりとする。遅れた場合は競技に出場できないの 

で、時間を厳守すること。 
(4) 代理⼈による招集は⼀切認めない。 
 
５ アスリートビブスについて 
(1) アスリートビブスは主催者が２枚配付する。 
(2) アスリートビブスはそのままの⼤きさで胸と背部に四隅をピンで留め確実に固定すること。その際、タグが付 

いている⽅を胸に付けること。タグは競技終了後に回収する。なお、タグを返却しない場合は実費請求を⾏う。 
 
 



６ 競技及び競技⽅法について 
(1) コース（会場図を参照）は１周 1.5km。1.5km の部は１周、３km の部は２周とする。 
(2) チーム対抗リレーは１名１区間（１周 1.5km）で、３名３区間で構成する。なお、中継は、中継線から 20ｍの 

間で⾏うこと。 
(3) コースの幅は、スタート後２００ｍ地点までは広いが、以後約６ｍと狭くなるので、他の競技者との接触に注 

意すること。 
(4) フィニッシュは、全てアーチの場所とする。    
(5) 競技⽅法は、各種⽬タイムレースとし、同じ組で同タイムの場合、８位までは着差で順位を決定し、９位以下

については同順位とする。（複数の組がある総合順位は、同タイムの場合同じ組の選⼿は８位までは順位が異なる
が、異なる組では同順位とする。） 

(6) 記録計測は、アスリートビブスに付いているタグで計測する。（タグは競技終了後に回収する。） 
(7) 競技しやすい靴を履いて参加すること。素⾜及びスパイクシューズでの参加は認めない。 
(8) コースを外れて⾛⾏した場合は失格とする。ただし、コースアウトした場所から競技を続けた場合は失格には 

あたらない。 
(9) コースには横断できる箇所を３ケ所設ける。競技中の横断する場合は、当該箇所からのみ、競技役員の指⽰に 

従って⾏うこと。競技中当該横断箇所以外でのコース横断は認めない。 
(10) 競技者は競技中に変調を感じたら、直ちに競技を中⽌すること。審判⻑⼜は医師（医務員）より中⽌を命じら 

れた者は、直ちに従わなければならない。 
(11) 競技者と共に⾛る伴⾛は、⼀切禁⽌する。 

 
７ 抗議について 

抗議は、競技結果が正式発表されてから３０分以内にチームの公式な代表者が⼝頭でＴＩＣに申し出ること。 
 
８ 表彰について 
(1) 各部第１位〜第３位まで表彰する。 
(2) 第１位から第３位にはメダルと賞状、第４位から第８位には賞状を授与する。 
 
９  その他 
(1) 競技中の応援・助⾔（指導）は、コース外からのみ⾏うことができる。 
(2) 競技中の事故については主催者で応急処置をするが、以後の責任は負わない。 
(3) テントの設営は２㎡以内のものに限り指定の場所においてのみ可能とする。２㎡を超えるテントの設営はでき 

ない。 
(4) 貴重品等は各⾃・各チームにて管理し、盗難及び置き引き等に注意すること。 
(5) 盗難等の防⽌のため、中央売店横更⾐室は更⾐のみに使⽤し、荷物は置かず各⾃が責任持って管理すること。 
(6) 記録はその都度アナウンスし、ＴＩＣ付近に掲⽰する。 
(7) 届けられた遺失物については、競技会終了時までＴＩＣで保管する。 
(8) ⾬天の場合は、⾃分の持ち物を⼤きなビニール袋に⼊れ濡れないようにすること。 
(9) ゴミは全て持ち帰ること。 
(10)  競技者は競技会が終了するまで園内の遊具で遊ばないこと。 
(11)  園内の樹⽊・草花を折ったり採取しないこと。 


